
水俣川河口臨海部振興構想事業計画について 

令和２年１月１６日（木）  

１．事業目的 

 水俣産業団地周辺の産業振興、域経済の活性化及び丸島漁港（第２種漁港）を中心とし

た水産業の振興を目的に、臨海部道路改修等も含めた水俣川河口臨海部全体の振興を図

る。（別紙イメージパース参照） 

 

２．事業概要 

 【 臨海部 】 

  事業費  Ｃ＝３,０００,０００千円 

  事業期間 平成２８年度（２０１６年度）～令和１１年度（２０２９年度） 

公有水面埋立により市道築地・丸島町線の前面海域を約４．５ｈａ埋立を行い、産

業団地の拡充として工場用地を約３．０ｈａ、水産業やイベント等で利用する広場を

約０．３ｈａ、道路、水路の関連公共施設用地で約１．０ｈａ、護岸用地として約

０．２ｈａの埋立地利用を計画。 

  ・埋立規模   ５０ｍ～８０ｍ×６５０ｍ 

・埋立面積   約４５,０００ｍ

２

 

  ・埋立土砂量  約４００，０００ｍ

３ 

  （埋立土砂は南九州西回り自動車道建設現場より搬出される土砂を利用予定） 

  ・工事期間   平成３１年度～令和７年度（埋立工事） 

          令和８年度～令和１１年度（道路工事） 

  ・関連道路幅員 Ｗ＝７．０ｍ（第４種第３級道路歩道なし） 

  

公有水面埋立 

Ｌ＝５０ｍ～８０ｍ 

既設道路 

（築地・丸島町線） 

臨海部臨海部臨海部臨海部現地現地現地現地写真写真写真写真 

新設護岸 

臨海部臨海部臨海部臨海部断面断面断面断面イメージイメージイメージイメージ 

産業団地ほか 



【 河口部 】 

  事業費  Ｃ＝４００,０００千円（道路護岸補修事業費のみ） 

  事業期間 平成２９年度（２０１７年度）～令和１４年度（２０３２年度） 

市道築地・丸島町線の路側護岸構造物の補修事業を実施する。その後陸地側に道路

拡幅を計画。 

  ・路側護岸構造物の補修 Ｌ＝５３０ｍ（平成２９年度～令和７年度） 

  ・道路拡幅 Ｌ＝５３０ｍ、幅員 Ｗ＝７．０ｍ（令和８年度以降） 

               （第４種第３級道路歩道なし） 

 

 

【 現道部 】 

 事業費  Ｃ＝未定（今後算定予定） 

 事業期間 令和８年度（２０２６年度）～令和１４年度（２０３２年度） 

   市道浜・築地線及び市道築地・丸島町線の既設道路を片側歩道ありで道路拡幅を実

施する。合わせて既設水路の改修（ボックスカルバート）も計画。 

  ・道路拡幅 Ｌ＝６５０ｍ、幅員Ｗ＝９．５ｍ（令和８年度以降） 

               （第４種３級道路片側歩道あり） 
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